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　天草市、上天草市、天草郡苓北町において、
増加を続けるイノシシによる農作物の被害は
甚大なものとなっています。
　イノシシの個体数や農作物の被害を減少さ
せるため、９月１日㊏から10月31日㊌の２
カ月間を「イノシシ捕獲強化月間」と定め、
天草全島一体となり、さらに力を入れた捕獲
に取り組みます。
　イノシシ対策のことな
らなんでも相談してくだ
さい。 

【問い合わせ先】本庁（別館）・農林整備課（内線2700）

□天草地域における捕獲隊員数 単位：人
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□天草地域におけるイノシシの捕獲状況 単位：頭
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イノシシ捕獲強化月間についてイノシシ捕獲強化月間について

平成25年
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㊍

１月４日
㊎

開催日地区名
11：00
10：00
10：00
14：00
11：00
10：00
11：00
10：00
10：30

天草市民センター
有明町民センター
倉岳多目的研修集会施設
栖本福祉会館
高浜公民館
一町田公民館
御所浦島開発総合センター
新和町民センター
五和町コミュニティセンター

     本庁（別館）・社会教育課   ☎㉓1111

教育委員会事務局東部分室　☎531111

教育委員会事務局南部分室　☎732111

教育総務課御所浦教育総務係☎672111

本庁（別館）・社会教育課   ☎㉓1111

開始時間 場　　　　所 申し込み・問い合わせ先

※牛深地区は８月16日に開催済みです。
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『成人式』を開催します！
　市では、平成４年４月２日から同５年４
月１日までに生まれた人を対象に、成人式
を開催します。多くの皆さんのご出席をお
待ちしています。

※希望する地区に出席できます。ただし、希望す
る地区に住所がない人は、事前に電話で本庁（別
館）・社会教育課または各教育委員会事務局分
室など（下表参照）へご連絡ください。

　㈶自治総合センターでは、地域の人たちが自主
的・主体的に行う地域づくりに対して、その費用
を助成する「コミュニティ助成事業」を行ってい
ます。そこで、平成25年度の各種助成事業を希
望する団体の調査を行います。

【助成の対象となる事業】
① 一般コミュニティ助成事業
　　コミュニティ活動を行うために必要な施
設または設備の整備。

　② コミュニティセンター助成事業
　　多くの住民が使用する多目的な総合施設
（コミュニティセンター・自治会集会所など）
の建設整備。

③ 自主防災組織育成助成事業
　　自主防災組織や女性防火クラブ、また
はその連合体が行う地域の防災活動に必
要な設備の整備。

④ 青少年健全育成助成事業
　　青少年の健全育成に役立てるため、主
として親子で参加する事業（スポーツ・
レクリエーション活動や文化・学習活動
に関する事業、その他コミュニティ活動
のイベントなど）。

◎申込期限＝いずれも９月28日㊎まで。
※申込方法などについての詳細は、本庁・地
域振興課（③は本庁・防災交通課）へお尋ね
ください。　

【問い合わせ先】本庁・地域振興課（内線1344）／本庁・防災交通課（内線1231）

「コミュニティ助成事業」を希望する団体の調査を行います

特設人権相談所を開設
　市内の人権擁護委員の皆さんが、人権問題
や家庭問題、金銭問題などの相談に応じる特
設人権相談所を次のとお
り開設します。
　相談は無料で、秘密は
固く守られます。お気軽
にご相談ください。

 【問い合わせ先】天草人権擁護委員協議会（熊本地方法務局天草支局内）☎㉒2467

□日　程

※時間はいずれも午前10時から午後３時まで。

期　日
９/ ４㊋

９/ ５㊌

９/15㊏

９/18㊋

場　　　所
倉岳老人福祉センター

御所浦島開発総合センター

五和漁村センター

栖本福祉会館

　あなたの身近に、悩みや問題を抱えてつらい思いをしている人はいませんか。
　日本では１年に３万人以上もの人がみずから命を絶っており、それが十数年も続いてい
ます。自殺の多くは、さまざまな悩みや問題を一人で抱えるうちに、心理的に「追い詰め
られた末の死」といわれています。

　心の不調は、本人
は気づきにくいもの
です。
　いつもと違うと気
づいたら、「眠れて
いる？」「心配して
いるよ」と声をかけ
てみましょう。

　話をじっくり聞
き、本人の気持ちを
尊重し、肯定的に受
け止め、相手の話に
耳を傾けましょう。
　「たいへんだった
ね」などと言葉をか
けましょう。

　解決に向けた窓口
は必ずあります。
　ひとりで悩んでい
るよりも、医療機関
や専門家の力を借り
ることで、解決につ
ながる可能性が高ま
ります。

　心の悩みはすぐに
解決するものではあ
りません。
　あたたかく寄り添
い、じっくりとあせ
らずに見守りながら
回復を支えましょ
う。

※気になる事があるときは、次のところにご相談ください（家族だけでの相談もできます）。

支え合い、かけがえのない命を守りましょう支え合い、かけがえのない命を守りましょう
９月10日㊊～16日㊐は自殺予防週間です９月10日㊊～16日㊐は自殺予防週間です

あなたができること　みんなでできることあなたができること　みんなでできること

【問い合わせ先】本庁・社会福祉課（内線1184）

【相談先】
●各医療機関（精神科・心療内科など）
●熊本県精神保健福祉センター☎096（386）1166
●熊本いのちの電話☎096（353）4343
●熊本こころの電話☎096（285）6688

●天草保健所☎㉓0172
●地域生活支援センターグリーン☎㉒1770
●本庁・社会福祉課☎㉓1111

気づき 耳を傾け つなぎ 見守り


